医薬品の臨床試験の迅速審査の基準
１．基準

　①審査委員会で承認済の治験で、かつ、治験の実施に影響を与えない軽微な変更で急を要するものであること。

２．審査委員

　①委員長又は委員長より指名された１名以上の経験豊かな委員であること。

３．その他

　①不承認の決定はできない。（不承認とせざるを得ないような事項は定例の審査委員会において審査を行う）

　②直後の定例の審査委員会において、結果を他の委員に報告するものとする。
